
この区議会だよりは、再生紙（再生紙活用率７０％）を活用しています。

（12）第２１５号 平成２１年（２００９年）１１月２３日

　

第
３
回
定
例
会
に
お
け
る
請

願
・
陳
情
の
審
議
結
果
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。（　

）内
の
数

字
は
年
で
す
。

 
（　

）
第　

号
陳
情　

日
本
た

２０

３０

ば
こ
中
央
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
跡

地
に
「
多
機
能
公
園
」
建
設
を

求
め
る
件
に
つ
い
て

們
們
賛
成
少
数

（　

）第
１
号
陳
情　
「
気
候
保

２１
護
法
（
仮
称
）」
の
制
定
を
求
め

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

們
們
賛
成
少
数

不

採

択
 

《
総
務
委
員
会
付
託
》

（　

）
第
５
号
陳
情　

中
野
３

２１
丁
目
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

の
た
め
の
公
的
拠
点
を
確
保
す

る
こ
と
に
つ
い
て

（　

）
第
７
号
陳
情　

財
政
フ

２１
レ
ー
ム
を
提
示
し
た
「
新
し
い

中
野
を
つ
く
る　

か
年
計
画

１０

（
第
２
次
）」
素
案
の
意
見
交

換
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て

（　

）第
８
号
陳
情　
「
新
し
い

２１
中
野
を
つ
く
る　

か
年
計
画

１０

（
第
２
次
）」策
定
の
手
続
を
や

り
直
す
こ
と
に
つ
い
て

（　

）
第
９
号
陳
情　

財
政
面

２１
か
ら
「
新
し
い
中
野
を
つ
く
る

　

か
年
計
画
（
第
２
次
）」
素
案

１０を
作
り
直
す
こ
と
に
つ
い
て

（　

）第　

号
陳
情　
「
新
し
い

２１

１０

中
野
を
つ
く
る　

か
年
計
画

１０

（
第
２
次
）」内
の
売
却
予
定
の

撤
回
に
つ
い
て

（　

）第　

号
陳
情　
「
新
し
い

２１

１１

中
野
を
つ
く
る　

か
年
計
画

１０

（
第
２
次
）」
素
案
と
、
こ
れ
に

関
す
る
意
見
交
換
会
に
つ
い
て

継
続
審
査

《
厚
生
委
員
会
付
託
》

（　

）
第
４
号
陳
情　

細
菌
性

２１
髄
膜
炎
に
有
効
な
ワ
ク
チ
ン
の

公
費
に
よ
る
定
期
接
種
化
を
早

期
に
求
め
る
陳
情
書

《
建
設
委
員
会
付
託
》

（　

）
第
５
号
請
願　

東
中
野

２１
１
丁
目
マ
ン
シ
ョ
ン
工
事
車
両

通
行
に
関
す
る
沿
道
の
生
活
環

境
保
全
に
つ
い
て

《
文
教
委
員
会
付
託
》

（　

）
第　

号
陳
情　

離
婚
後

２０

２５

の
親
子
の
面
会
交
流
の
法
制
化

と
養
育
費
支
払
い
強
化
を
求
め

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

（　

）
第　

号
陳
情　

認
可
保

２０

３５

育
所
へ
の
「
直
接
契
約
方
式
」

の
導
入
と
最
低
基
準
の
廃
止
・

見
直
し
に
対
す
る
意
見
書
の
提

出
に
関
す
る
陳
情
書

（　

）
第
２
号
陳
情　

東
中
野

２１
地
区
の
子
ど
も
の
遊
び
場
・
子

ど
も
の
居
場
所
に
つ
い
て

 
（　

）
第　

号
陳
情　

消
費
税

２０

３２

の
増
税
反
対
に
関
す
る
陳
情
書

（　

）
第　

号
陳
情　

都
営
川

２０

３１

島
町
ア
パ
ー
ト
の
跡
地
利
用
に

関
す
る
陳
情

取

下

げ

　

現
在
予
定
さ
れ
て
い
る

議
会
日
程
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

●
第
４
回
定
例
会

　
　

月
１
日
～　

月　

日

１２

１２

１４

●
閉
会
中
の
委
員
会

　

議
会
運
営
委
員
会

　
　

月　

日

１１

２４
＊　
　

＊　
　

＊

　

議
会
日
程
は
変
更
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
中
野
区
議
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
区

議
会
事
務
局
へ
。

▼
厚
生
委
員
会

　

７
／　
　

報
告　

件
を
聴
取

２３

１２

　

８
／　
　

報
告
３
件
を
聴
取

１０

　

９
／
３　

要
求
資
料
１
件
を

審
査
、
報
告
８
件
を
聴
取

▼
建
設
委
員
会

　

７
／　
　

報
告
４
件
を
聴
取

２７

　

８
／　
　

報
告
２
件
を
聴
取

１０

　

９
／
７　

報
告
６
件
を
聴
取

▼
文
教
委
員
会

　

６
／　
　

報
告
２
件
を
聴
取

２９

　

７
／　
　

報
告　

件
を
聴
取

２３

１０

　

８
／
６　
（　

）第　

号
陳
情

２０

２５

に
つ
い
て
の
学
習
会
を
実
施
、

報
告
１
件
を
聴
取

　

８
／　
　

報
告
３
件
を
聴
取

１０

　

９
／
７　

報
告
９
件
を
聴
取

▼
議
会
運
営
委
員
会

　

７
／　
　

第
３
回
臨
時
会
の

１４

招
集
日
の
確
認
や
日
程
な
ど

を
協
議

　

９
／
２　

第
３
回
定
例
会
の

日
程
な
ど
を
協
議

　

９
／
９　

第
３
回
定
例
会
の

招
集
日
の
確
認
や
日
程
な
ど

を
協
議

▼
中
野
駅
周
辺
・
西
武
新
宿
線

沿
線
ま
ち
づ
く
り
特
別
委
員

会

　

９
／
４　

報
告
５
件
を
聴
取

▼
防
災
ま
ち
づ
く
り
特
別
委
員

会

　

９
／
３　

報
告
３
件
を
聴
取

▼
総
務
委
員
会

　

７
／　
　

報
告　

件
を
聴
取

２３

２１

　

８
／　
　

報
告
４
件
を
聴
取

１０

　

９
／
４　

報
告　

件
を
聴
取

１１

▼
区
民
委
員
会

　

７
／　
　

報
告
３
件
を
聴
取

２２

　

８
／　
　

報
告
２
件
を
聴
取

１０

　

９
／
７　

報
告
４
件
を
聴
取

陳陳陳

審議結果審審議議結結果果
情情情請請請願願願・・・ の

　２１２号から、文字が大きく読みやすくなりました。
　これからも、区民の皆様に親しまれる「区議会だより」
を目指します。

活活字字がが大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大ききくなりましくなりましたた
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区議会だより区議会だより

ご意見・ご要望などは、
区議会事務局まで
〒164－8501  中野区中野4－8－1

電話 3228－5585
FAX 3228－5693

Ｅメール

kugikaijimu@city.tokyo-nakano.lg.jp

への

【○：賛成　×：反対】

意見の分かれた案件（第３回定例会）

閉
会
中
の
委
員
会
の
動

閉
会
中
の
委
員
会
の
動
きき

平
成　

年
６
月
～
９
月

２１

今
後
の

議
会
日
程

結　

果

無
所
属
歓

民
主
ク
棺

共　

産
汗

公　

明
澗

自　

民
監

会派名等
（議員数）

件　名

第３回定例会

区長提出議案

可 決○×○○○○桃花小学校体育館等改築工事請負契約

可 決○×○○○○桃花小学校体育館等改築に伴う電気設備工事請負契約

可 決○×○○○○桃花小学校体育館等改築に伴う機械設備工事請負契約

可 決○×○×○○中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例

可 決○×○×○○中野区立児童館条例の一部を改正する条例

可 決○×○×○○中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

可 決○×○×○○中野区立キッズ・プラザ条例

決　算

認 定○×××○○平成２０年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について

認 定○×○×○○平成２０年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

認 定○×○×○○平成２０年度中野区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

認 定○×○○○○平成２０年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議員提出議案

可 決○×○○○○議員の派遣について（陽川区）

陳　情

不採択○××○××（２０）第３０号陳情　日本たばこ中央一丁目アパート跡地に『多機能公園』建設を
求める件について

※会派等の略称〔自民：自由民主党議員団、公明：公明党議員団、共産：日本共産党議員団、民主ク：民主クラブ、無所属：無所属議員〕
　議員数は議長を除く。無所属議員については、会派と同様の扱いで掲載しています。


